
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極ストリップを分離して形成した第１電極と、
　前記第１電極と直交するカラム方向に形成され、第１電極の並びと 並びの交差す
る箇所にピクセルが配置される第２電極と、
　多数並んで形成された第１電極と１カラムの第２電極とが交差して形成される１列のピ
クセルアレイがそれぞれ隣り合うピクセルアレイと電気的に分離されるように、ピクセル
アレイの間に形成される隔壁と
　

　

ことを特徴とする有機Ｅ
Ｌパネル。
【請求項２】
　前記第１電極の個々の電極がロー方向に一つおきに連結されており、その連結された第
１電極のデータドライバに接続させる部分が前記パネルの一方側に形成されることを特徴
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自身の

を有し、
前記ピクセルアレイに直角方向に配置され、前記第１電極の個々の電極を一つおきに電

気的に接続するように、各ピクセルに対して２本が一セットになって形成される第３電極
を含み、前記第３電極は、その２本の中の１本が奇数番目のピクセルアレイの一つのピク
セルの電極と連結され、他の１本は前記ピクセルアレイと対となる偶数番目のピクセルア
レイの一つのピクセルの電極と連結されるように形成され、

前記第２電極は、並列に多数配置されたピクセルアレイそれぞれに連結されるようにか
つ互いに電気的に隔離されて各ピクセルアレイ単位で形成されるとともに、隣接した一対
のピクセルアレイが同時にスキャン駆動されるように形成される



とする請求項１記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】
　前記２本のラインとして形成された前記 電極の上の所定領域が露出されるビアホー
ルを含むように形成される 電極用絶縁膜を更に含むことを特徴とする請求項 記載の
有機ＥＬパネル。
【請求項４】
　前記ビアホールは、一つのピクセル当たり２本のラインが形成された 電極の一方の
ラインの 電極と第１電極とが一つのピクセルで電気的に接触するようにすることを特
徴とする請求項 記載の有機ＥＬパネル。
【請求項５】
　前記第１電極は、前記ピクセルアレイに直交する方向に前記第１電極の下部に形成され
た 電極と連結されるように、奇数番目のピクセルアレイの一つのピクセルと、前記奇
数番目のピクセルアレイのピクセルと対となる偶数番目のピクセルアレイの一つのピクセ
ルにそれぞれ対応させてパターニングされていることを特徴とする請求項１記載の有機Ｅ
Ｌパネル。
【請求項６】
　前記第１電極の上に有機発光層を更に含むことを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬパ
ネル。
【請求項７】
　前記有機発光層の上に前記第２電極が形成されることを特徴とする請求項 記載の有機
ＥＬパネル。
【請求項８】
　前記隣接した一対のピクセルアレイが同時にスキャン駆動するように形成された前記第
２電極の対は、一つの信号が同期され、同じレベルでスキャン動作することを特徴とする
請求項 記載の有機ＥＬパネル。
【請求項９】
　前記第１電極のエッジ部分をカバーするように形成される絶縁膜を更に含むことを特徴
とする請求項１記載の有機ＥＬパネル。
【請求項１０】
　電極ストリップが分割して形成される第１電極と、
　前記第１電極と一部が重畳して連結され、前記第１電極の上に形成される 電極と、
　前記第１電極の個々の電極と重なるように前記第１電極の上に形成される有機発光層と
、
　前記第１電極と直交するカラム方向に前記有機発光層の上に形成され、スキャン駆動す
る第２電極と、
　第１電極の多数の並びと各第２電極とが交差して形成されるピクセルアレイに対して、
各ピクセルアレイ当たり一つずつ前記第２電極を電気的に隔離させるために形成される隔
壁と
　を含
　

　

ことを特徴とする有機Ｅ
Ｌパネル。
【請求項１１】
　第１電極の一つと多数の第２電極とが交差する多数の交差領域において、前記第１電極
はその奇数番目の交差領域で ラインが凹となり、 ラインは凸となるように分
離され、隣り合う偶数番目の交差領域で前記 ラインが凸となり、 ラインで凹
となるように分離されていることを特徴とする請求項 記載の有機ＥＬパネル。
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み、
前記第１電極は、前記第２電極と交差する領域で一方のラインと他方のラインとに分離

されているとともに、前記一方のラインと他方のラインは凹凸状になるように分離され、
各ピクセルアレイ当たり一つずつかつ互いに電気的に隔離されて形成される前記第２電

極は、隣接した一対のピクセルアレイが同時にスキャン駆動されるように一つのスキャン
信号に同期された電流を印加するスキャンドライバと連結される

一方の 他方の
一方の 他方の

１０



【請求項１２】
　前記 ラインには前記偶数番目の交差領域に形成されるピクセルの駆動のための電
流が印加され、前記 ラインには前記奇数番目の交差領域に形成されるピクセルの駆
動のために電流が印加されることを特徴とする請求項 記載の有機ＥＬパネル。
【請求項１３】
　基板の上部に２本のラインを一セットにした 電極を形成する第１段階と、
　前記 電極の上の所定領域が露出するようにビアホールを含む 電極用絶縁膜を前
記 電極の上に形成する第２段階と、
　前記 電極用絶縁膜の上に導電性物質をパターニングして、２本のラインに分離され
て配置される第１電極を形成する第３段階と、
　前記第１電極のエッジ部分をカバーするよう基板の上部に絶縁膜を形成する第４段階と
、
　
　

　第２電極を各ピクセルアレイ単位で電気的に隔離させるための隔壁を形成する第 段階
と
　からなることを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１４】
　前記第３段階は、
　前記ビアホールを介して前記 電極と接触するように前記第１電極が形成されること
を特徴とする請求項 記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はディスプレイデバイスに関し、特に、有機ＥＬディスプレイのパネル及びその製
造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ディスプレイデバイスの大型化に伴い、空間占有率の少ないフラットパネルディスプレイ
パネルが注目を浴びている。
特に、最近は有機ＥＬを用いてフラットパネルディスプレイパネルを製作する研究が続け
て行われている。
有機ＥＬはその駆動方式によってパッシブマトリックスパネルとアクティブマトリックス
パネルとに分けられる。
【０００３】
パッシブマトリックスはスキャン電極ラインとデータ電極ラインをロー／カラム形態に配
置し、ローとカラムとの交差領域にピクセルが形成される。
従来技術によるパッシブマトリックス有機ＥＬデバイスは、スキャン電極とデータ電極と
がそれぞれマトリックス形態に交差する領域にピクセルが形成されている。
そして、スキャン電極とデータ電極との交差領域に形成されるピクセルから光を放射する
ように、スキャン電極に電流を印加するスキャンドライバとデータ電極に電流を印加する
データドライバが備えられる。
【０００４】
以下上記した有機ＥＬパネルの製作工程を述べる。透明基板を配置し、その透明基板の上
に透明電極の第１電極を形成し、その第１電極の上に有機物層を形成し、その有機物層の
上に金属化合物を使用する第２電極を形成し、その第２電極の上に保護膜を形成する。
【０００５】
透明基板としてはガラスデバイスが使用される。それにより、その透明基板は電導性を有
していないため、ＩＴＯ（ Indium Tin Oxide）をその透明基板上にコーティングして電導
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第３ 第３

第３
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前記第１電極の上に有機発光層を形成する第５段階と、
隣接した一対のピクセルアレイを同時にスキャン駆動するための第２電極を各ピクセル

アレイ単位でかつ互いに電気的に隔離して前記有機発光層の上に形成する第６段階と、
７

第３
１３



性を有する透明電極を形成する。
【０００６】
しかしながら、ＩＴＯは抵抗値が高いため、金属補助電極を形成して使用する場合が多い
。次いで、隔壁を形成し、有機ＥＬパネルの全体面に有機物を堆積させて有機物層を形成
する。
次に、金属を使用してスキャン電極（第２電極）を形成して有機ＥＬパネルが製造される
。
【０００７】
前記したパッシブマトリックス有機ＥＬ構造では、パネルを高解像度にすればするほどピ
クセルの数が増加する。従って、ピクセルを形成するために必要なスキャン電極やデータ
電極の数も増加する。
ところが、各電極のラインの数が増加すると、一つのピクセル当たり発光時間はその分短
くなる。
この様に各電極のライン数が増加するほど各ピクセルの単位時間当たり発光時間が短縮す
る。その結果暗くなる。これを克服するためには瞬間輝度がその分高くしなければならな
い。
【０００８】
上記した問題を解決するための一般的な構造を図１に示す。
図１は従来技術によるパッシブマトリックス有機ＥＬ構造を示す図面である。
図１はデータ電極である第１電極ストリップを長さ方向に２分割した有機ＥＬ構造である
。
図１に示すように、第１電極ストリップを２つのストリップに分け、左右の各ストリップ
それぞれを独自にスキャン駆動させる。したがって、スキャン電極は見かけ上半減する。
このように、各ストリップ当たりスキャンの数を半分に減らして発光効率及びデバイスの
寿命を良好にする。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図１に示す有機ＥＬ構造はデータ電極が左右の両側に分けられており、そ
のデータ電極に電流を印加するデータドライバを両側のストリップ双方に備える必要があ
るので、原価上昇の問題を引き起した。
【００１０】
本発明は上記のような問題を解決するために成されたもので、特に、ドライバチップの追
加による原価上昇を生じることなく、データ電極ラインを長さ方向ではない幅方向に２分
割した構造を形成することで、ドライバチップやピクセルに負担を加えることのない有機
ＥＬデバイスのパネルとその製造方法を提供することが目的である。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本発明による有機ＥＬデバイスのパネルは、電極ストリップを
分離して形成した第１電極と、前記第１電極と直交するカラム方向に形成され、第１電極
の並びと第２電極の並びの交差する箇所にピクセルが配置される第２電極と、多数並んで
形成された第１電極と１カラムの第２電極とが交差して形成される１列のピクセルアレイ
がそれぞれ隣り合うピクセルアレイと電気的に分離されるように、ピクセルアレイの間に
形成される隔壁とを含むことを特徴とする。
【００１２】
上記したパネルの前記第１電極の個々の電極がロー方向に一つおきに連結されており、そ
の連結された第１電極のデータドライバに接続させる部分が前記パネルの一方側に形成さ
れることが望ましい。
【００１３】
上記したパネルは、前記ピクセルアレイに直角方向に配置され、前記第１電極の個々の電
極を一つおきに電気的に接続するように、各ピクセルに対して２本のラインが一セットに
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なって形成される補助電極を更に含むことをが望ましい。ここで、補助電極は、２本のラ
インの中１本が奇数番目のピクセルアレイの一つのピクセルと連結され、他の１本がその
ピクセルと対となる偶数番目のピクセルアレイの一つのピクセルと連結されるように形成
する。パネルは、２本のラインとして形成された補助電極の上の所定領域が露出するよう
にビアホールを含んで形成される補助電極用絶縁膜を更に含む。
【００１４】
上記したパネルの上記第２電極は、一方向に配列された多数のピクセルアレイにそれぞれ
一つずつ電気的に連結され、隣接した一対のピクセルアレイが同時にスキャン駆動するよ
うに形成されることが好ましい。ここで、前記隣接した一対のピクセルアレイが同時にス
キャン駆動するように形成された前記第２電極対は一つの信号に同期され、同じレベルで
スキャン動作する。
【００１５】
上記目的を達成するための本発明による有機ＥＬデバイスのパネルは、電極ストリップが
分割して形成される第１電極と、前記第１電極と一部が重畳して連結され、前記第１電極
の上に形成される補助電極と、前記第１電極の個々の電極と重なるように前記第１電極の
上に形成される有機発光層と、前記第１電極と直交するカラム方向に前記有機発光層の上
に形成され、スキャン駆動する第２電極と、ロー方向に並んだ第１電極の多数の並びと各
第２電極とが交差して形成されるピクセルアレイに対して、各ピクセルアレイ当たり一つ
ずつ前記第２電極を電気的に隔離させるために形成される隔壁とを含むことを特徴とする
。
【００１６】
前記第１電極は、前記第２電極と交差する領域で上側ラインと下側ラインとに分離され、
その上側ラインと下側ラインが凹凸状になるように分離されていることを特徴とする。
【００１７】
また、上記目的を達成するための本発明による有機ＥＬパネルの製造方法は、基板の上部
に２本のラインを一セットにした補助電極を形成する第１段階と、前記補助電極の上の所
定領域が露出するようにビアホールを含む補助電極用絶縁膜を前記補助電極の上に形成す
る第２段階と、前記補助電極用絶縁膜の上に導電性物質をパターニングして、２本のライ
ンとして分離された第１電極を形成する第３段階と、第１電極のエッジ部分をカバーする
よう基板の上部に絶縁膜を形成する第４段階と、後に形成される第２電極を各ピクセルア
レイ単位で電気的に隔離させるための隔壁を形成する第５段階とからなることを特徴とす
る。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明による有機ＥＬデバイスの１実施形態のパネル及びその製造方法を添付の図面に基
づいて詳細に説明する。
以下で第１電極とはアノードすなわちデータ電極を云い、第２電極とはカソードすなわち
スキャン電極を云う。なお、本発明においては第１電極は、従来のように一つの電極スト
リップとして形成されるのではなく、個々のピクセルに対応する形とされて、それらが一
つおきに連結されたものが従来の１電極ストリップと対応しているので、そのピクセルに
対応している個々の電極の部分を第１電極ということもある。
なお、有機ＥＬデバイスはダブルスキャン構造であり、基本的に第１電極と第２電極とが
交差する領域に多数のピクセルが形成されるパッシブマトリックスである。
【００１９】
図２は本実施形態による有機ＥＬデバイスのダブルスキャン構造を示す図面である。
図２に示す構造は、１ロー方向に並ぶピクセルを駆動するための従来は１本のストリップ
であった第１電極のストリップを２分割した構造である。すなわち、ロー方向において、
第１電極をそれぞれのピクセルに対応するように分離させ、その分離された電極の並びの
交互に配置されている電極どうしを連結した有機ＥＬ構造である。即ち、データ電極ライ
ン（電極ストリップ）をデータａのラインとデータｂのラインとに２分割した有機ＥＬ構
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造である。
その際、全体のパネルにおいて、全ての第１電極（データ電極）ラインの先端をドライバ
チップと連結させるための箇所をパネルの一方の側にくるように形成させている。
【００２０】
第１電極ストリップの分離した形態は、第２電極と交差する領域、すなわちピクセルの位
置でそれぞれの電極が分離され、上側ラインと下側ラインとに交互に連結されている。形
状的にはそれぞれのラインは個々のピクセルの位置で凹凸の形状とされている。即ち、ロ
ー方向に奇数番目の交差領域では上側ラインが凹状で、下側ラインは凸状となるように分
離されている。したがって、隣り合う偶数番目の交差領域では上側ラインが凸状で且つ下
側ラインは凹状となるように分離される。なお、上側、下側とは図の状態における上下で
あり、絶対的な上下を意味するものではない。また、偶数番目、奇数番目も図示の状態で
左側から数えている。
【００２１】
即ち、多数の交差領域で上側ラインと下側ラインは凸状と凹状とを交互に繰り返した形態
である。特に、図示したように、凹状面の幅が凸状の幅より広くし、凹状の部分に凸状の
部分が入り込むようになっている。ここで、凸状面は第１電極の個々の電極となる部分で
あり、第２電極と交差する箇所がピクセルと対応している部分である。従って、第１電極
と第２電極とが交差して成された一つのピクセルから光を放射するように電流が印加され
るラインは、ピクセル領域で凸状の面を有し、反面、そのピクセル領域で凹状面を有する
他のラインはそのピクセルと隣接した次のピクセルから光を放射するように電流が印加さ
れるラインである。
【００２２】
上記のような図２の構造を形成することで、一つのデータドライバ及びスキャンドライバ
を用いてデバイスが駆動される。
そのピクセルはデータ電極ラインと直交するカラム方向に１列のピクセルアレイを形成し
ている。すなわち、本発明おけるピクセルアレイとはカラム方向に並んだアレイを意味す
る。そして、多数のピクセルアレイがロー方向に配列されてマトリックス状にピクセルが
並ぶ。言い換えると、多数本のデータ電極ラインに１本のスキャン電極ラインが交差して
１列のピクセルアレイを形成する。すなわち、ピクセルアレイはスキャン電極ラインが形
成される方向に配列されている。
本実施形態においては、各ピクセルアレイ当たり一つずつ、すなわちピクセルアレイの境
界に隔壁７が形成される。したがって、隔壁７もデータ電極ラインと直交するカラム方向
に形成され、多数の隔壁７が各ピクセルアレイ当たり一つずつ配列される。
【００２３】
データ電極ラインのデータａ，データｂの一方方向に延びる端部にデータ信号を印加する
データドライバが電気的に連結されている。一方、スキャン電極ラインは、隣接した２つ
のピクセルアレイが同時にスキャン駆動するようにスキャン信号を印加するスキャンドラ
イバと電気的に連結される。すなわち、例えばスキャンラインａ、ｂが同時にスキャンさ
れる。
そして、隔壁７は隣り合うピクセルアレイを電気的に分離させる。隔壁７で電気的に分離
された各ピクセルアレイは１本のスキャン電極ラインに電気的に連結され、隣接した２本
のスキャン電極ラインが一つのスキャン信号に同期して電流又は電圧が印加される。それ
により、互いに隣接したピクセルアレイが同時にスキャン駆動される。
【００２４】
図２に示すダブルスキャン構造における一実施形態による駆動方法は、スキャンドライバ
（スキャン用駆動チップ）と電気的に連結されるスキャン電極ラインの数を半分に減らす
必要がない。隣接したスキャン電極ラインに信号を同時に印加するように、印加する２つ
の信号を同期させる。
それにより、スキャン電極ラインに印加される電流量を半分に減らすことで、スキャンド
ライバ（スキャン用駆動チップ）やピクセルにかかるロードを減らすことができる。
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【００２５】
他の駆動方法も可能である。例えば、スキャンドライバ（スキャン用駆動チップ）に電気
的に連結されるスキャン電極ラインの数を半分に減らし、スキャン電極ラインに印加され
る電流をそのまま保持する方法である。しかしながら、実際に各ピクセルアレイに印加さ
れる電流の量は、隔壁により、スキャンドライバにより印加された電流量の半分になる。
従って、ピクセルアレイにかかるロードが少なくなる。
【００２６】
図３は本実施形態による有機ＥＬデバイスのスキャン信号及びデータ信号のタイミング図
である。図２のダブルスキャン構造による動作を図３に基づいて説明する。
【００２７】
スキャンａとスキャンｂとを同時に駆動し、データａとデータｂに適切な量の電流を印加
する。それぞれのスキャン電極ラインは２本のラインが対となっており、そのスキャン電
極ライン対は一つの信号に同期され、同じレベルでスキャン動作する。例えば、スキャン
ａとスキャンｂとが同じレベルでスキャン動作し、スキャンｃとスキャンｄとが同じレベ
ルでスキャン動作を行う。以下他のスキャンも同様である。
これは、スキャンａとスキャンｂとが相互分離された形態に形成されるが、互いに異なる
スキャンドライバによってそのスキャンａとスキャンｂとを同時に駆動することにより、
ダブルスキャンが可能となる。
【００２８】
この様に、隣接した一対のスキャン電極ラインをダブルスキャン駆動し、また、データ電
極ラインには適当量の電流を所望の時間に所望のラインに印加することで、デバイス全体
を駆動する。
そのとき、スキャン電極ラインに印加する電流の量は、隔壁７がデータ電極ラインと直交
するカラム方向に各ピクセルアレイごとに１列ずつ配置されているので、従来のダブルス
キャン構造よりその印加量を半分にすることができる。
即ち、既存の第１電極ストリップをロー方向に２分割した有機ＥＬ構造と同じ電流量を印
加しても、スキャン電極ラインに印加される電流の量を半分に減らすことができる。
【００２９】
図４ａ及び図４ｂは本発明の第１実施形態によるダブルスキャン構造の有機ＥＬデバイス
を示す平面図及び断面図である。補助電極２ａ，２ｂを矩形に形成された第１電極５の一
辺側に形成した例である。
図４ａ及び図４ｂに示す構造は、ピクセルの開口率を高めるため、第１電極５が更に広く
形成されるように補助電極２ａ，２ｂを形成した後、補助電極用絶縁膜４を形成した構造
である。
【００３０】
本発明による有機ＥＬデバイスは第１電極５と第２電極（図示せず）とが交差する領域に
多数のピクセルが形成される。
そのピクセルは第１電極５と直交するカラム方向に１列のピクセルアレイを形成する。そ
して、多数のピクセルアレイがロー方向に対とされて配列される。
特に、ロー方向に対とされた２列のピクセルアレイは同時にスキャン駆動される。
【００３１】
例えば、一方向に配列されたピクセルアレイにおいて奇数番目のピクセルアレイのピクセ
ル３ａと偶数番目のピクセルアレイのピクセル３ｂとが同時にスキャン駆動される。
図４ａ及び図４ｂに示す有機ＥＬデバイスは透明基板１の上に一方向に対を形成するピク
セルアレイが２本のラインとして配列される。上述したように、一方向に１列のピクセル
アレイが配列され、そのピクセルアレイに対して平行するよう他のピクセルアレイが更に
配列され、２本のラインを対にする。
【００３２】
補助電極２ａ，２ｂは配列されたピクセルアレイに直角方向に形成される。すなわち、ロ
ー方向のピクセルの一つの並びに２本のラインの補助電極２ａ，２ｂが形成される。一つ
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のピクセルの電極は補助電極２ａ，２ｂの２本のラインの中何れか一方と連結される。即
ち、図示したように、２本のラインの補助電極２ａ，２ｂの中一方２ａは奇数番目のピク
セルアレイのピクセル３ａの電極と結合され、他方２ｂは偶数番目のピクセルアレイのピ
クセル３ｂの電極と結合される。いうまでもなく、ピクセルは同様の形態で多数マトリッ
クス状に配置されており、それぞれに対応して第１電極が形成されている。
【００３３】
ロー方向に配列される第１電極５は奇数番目のピクセルアレイのピクセル３ａと偶数番目
のピクセルアレイのピクセル３ｂの位置にパターニングされ、同時に補助電極２ａ，２ｂ
とそれぞれが分離して連結されるように形成する。
第１電極５の上には有機発光層（図示せず）が形成され、その有機発光層の上に第２電極
（図示せず）が形成される。ここで、第２電極（図示せず）は第１電極５と交差して形成
される。
【００３４】
隔壁７は一方向に配列された各ピクセルアレイ当たり一つずつ形成され、ピクセルアレイ
を一単位として第２電極（図示せず）を電気的に隔離させる。即ち、第２電極を各ピクセ
ルアレイ単位で隔離させる。
そして、補助電極２ａ，２ｂがピクセル３ａ，３ｂ対をそれぞれが電気的に制御できるよ
うに、その補助電極２ａ，２ｂの上に補助電極用の絶縁膜４が形成される。
そして、第１電極５のエッジ部分をカバーするように透明基板１に絶縁膜６が形成される
。
【００３５】
図４ａ及び図４ｂに示す有機ＥＬデバイスの製造方法を以下に説明する。
まず、透明基板１の上部に２本のラインとされた補助電極２ａ，２ｂを形成する。その補
助電極２ａ，２ｂはカラムに並ぶピクセルアレイと直交するロー方向に形成され、ピクセ
ルアレイの各ピクセルの上下（図面上）に２本のラインの補助電極２ａ，２ｂが形成され
る。この２本のラインの補助電極２ａ，２ｂの中一方２ａは奇数番目のピクセルアレイの
ピクセル３ａと結合され、他方２ｂは偶数番目のピクセルアレイのピクセル３ｂと結合さ
れる。
【００３６】
次いで、補助電極用絶縁膜４が補助電極２ａ，２ｂの上に形成される。この絶縁膜は、２
本のラインの補助電極２ａ，２ｂがピクセル３ａ，３ｂ対をそれぞれ電気的に制御するた
め、隣接した２本のラインに形成された補助電極２ａ，２ｂの上の所定領域を露出するよ
うにビアホール４ａを形成されている。このビアホール４ａは、２本のラインとして形成
されている補助電極２ａ，２ｂの中一方の補助電極２ａのみが一つの第１電極５と電気的
に接触するようにするためのものである。
【００３７】
次いで、透明導電性物質をパターニングして第１電極５を形成する。この第１電極５は各
ピクセルの上側に形成され、２本のラインの補助電極２ａ，２ｂのいずれかにビアホール
４ａを介して連結される。その後、第１電極５のエッジ部分をカバーするように透明基板
１に絶縁膜６を形成する。
次いで、絶縁膜６の上に隔壁７を形成する。この隔壁７は第２電極（図示せず）を各ピク
セルアレイ単位で隔離させる。
【００３８】
２本のラインとして形成された補助電極２ａ，２ｂと交差する方向の各ピクセルアレイを
隔離するように隔壁７を形成した後、第１電極５の上に有機発光層（図示せず）を形成し
、次いで、有機発光層（図示せず）の上に第２電極（図示せず）を形成する。
最後に有機発光層と第２電極が形成された後に保護膜を形成するためのパシベーションと
エンキャプシュレーションを経ることでデバイスが完成する。
【００３９】
図５ａ及び図５ｂは本発明の第２実施形態によるダブルスキャン構造の有機ＥＬデバイス

10

20

30

40

50

(8) JP 3795447 B2 2006.7.12



を示す平面図及び断面図である。補助電極２ａ，２ｂを第１電極５ａ，５ｂの上に形成し
た例である。
図５ａ及び図５ｂに示す本発明による有機ＥＬデバイスは、第１実施形態と同様に、第１
電極５ａ，５ｂと第２電極（図示せず）とが交差する領域に多数のピクセルがマトリック
ス状に形成される。
先の例と同様に、そのピクセルは第１電極５と直交するカラム方向にピクセルアレイとさ
れ、多数のピクセルアレイがロー方向配列される。同様に、２列のアレイが対とされる。
その対とされた２列のピクセルアレイは同時にスキャン駆動される。
【００４０】
図５ａ及び図５ｂに示す有機ＥＬデバイスは透明基板１の上に対とされたピクセルのアレ
イが形成される。上述したように、１列のピクセルアレイが配置され、そのアレイに平行
に他のピクセルアレイが更に配列され、対とされ、その対とされたアレイが多数並列に配
置される。
【００４１】
第１電極５ａ，５ｂは、その個々の電極をピクセルアレイの各ピクセルに対応して形成さ
れる。図示したように、１ラインとして配列された第１電極５ａ，５ｂの中一方５ａは奇
数番目のピクセルアレイのピクセル３ａと結合され、他方５ｂは偶数番目のピクセルアレ
イのピクセル３ｂと結合される。
【００４２】
補助電極２ａ，２ｂは配列されたピクセルアレイに直角方向、すなわち第１電極のライン
方向に形成され、ピクセルアレイの各ピクセルに対して２本のラインの補助電極２ａ，２
ｂが形成される。すなわち、第１電極に２本の補助電極のラインが並ぶ。一つのピクセル
に対応する一つの電極は補助電極２ａ，２ｂの２本のラインの何れか一方と接続される。
即ち、図示したように、２本のラインの補助電極２ａ，２ｂの中一方２ａは奇数番目のピ
クセルアレイのピクセル３ａと結合され、他方２ｂは偶数番目のピクセルアレイのピクセ
ル３ｂと結合される。
【００４３】
すなわち、補助電極２ａ，２ｂはそれぞれ第１電極５ａ，５ｂと電気的に接続される。よ
り詳細には、補助電極２ａ，２ｂはそれぞれ対応する第１電極５ａ，５ｂと一部が重畳す
るように形成される。図示したように、２本のラインの補助電極２ａ，２ｂの中一方２ａ
は、奇数番目のピクセルアレイのピクセル３ａと対応された第１電極５ａの上に重畳され
、他方２ｂは偶数番目のピクセルアレイのピクセル３ｂと対応された第１電極５ｂの上に
重畳する。
第１電極５ａ，５ｂに重ねるように第１電極５ａ，５ｂの上には有機発光層（図示せず）
が形成される。第２電極（図示せず）はその有機発光層（図示せず）の上に形成される。
【００４４】
同様に、隔壁７が一方向に配列された各ピクセルアレイを隔離するようにアレイごと一つ
ずつ形成され、ピクセルアレイを一単位として第２電極（図示せず）を電気的に隔離させ
る。即ち、第２電極を各ピクセルアレイ単位に隔離させる。
そして、第１電極５ａ，５ｂのエッジ部分をカバーするよう透明基板１の上部に絶縁膜６
が形成される。その絶縁膜６によって、奇数番目のピクセルアレイのピクセル３ａと対応
した第１電極５ａが偶数番目のピクセルアレイのピクセル３ｂと対応した補助電極２ｂと
絶縁され、偶数番目のピクセルアレイのピクセル３ｂと対応された第１電極５ｂが奇数番
目のピクセルアレイのピクセル３ａと対応された補助電極２ａと絶縁される。
【００４５】
以上で説明した第１実施形態及び第２実施形態では、透明基板１の上に一方向に対とされ
て２列に配列されたピクセルアレイの対が同時にスキャン駆動されるように、外部のスキ
ャン電極（第２電極）と連結される。各ピクセルアレイ毎に隔壁７が１つずつ形成され互
いに隔離されている。それにより、以後に形成される第２電極が各ピクセルアレイ単位で
電気的に隔離される。
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【００４６】
言い換えると、第２電極は各ピクセルアレイ単位で電気的に隔離されるが、隣接した２列
の第２電極が１つのスキャン信号に同期され電流が印加されるので、互いに隣接したピク
セルアレイが同時にスキャン駆動される。
【００４７】
本発明では補助電極２ａ，２ｂの材料として電導性物質を使用する。特に、Ｃｒ，Ｍｏ，
Ａｌ，Ｃｕやこれらの合金及び２つ以上を同時に使用することも可能である。補助電極の
厚さは０．０１～１０μｍであり、線幅はデバイスの抵抗を考慮して、デバイスによって
異なるように形成する。
【００４８】
絶縁膜の材料として無機及び有機絶縁膜共に使用可能であり、無機絶縁膜としては酸化系
絶縁膜（ｏｘｉｄｅ類，ＳｉＯ２ ）と窒化系絶縁膜（ｎｉｔｒｉｄｅ類，ＳｉＮｘ ）が使
用される。
有機絶縁膜はポリマー（特に、ポリアクリール類，ポリイミド類，ノボラック，ポリフェ
ニル，ポリスチレン）が使用される。また、絶縁膜の厚さは０．０１～１０μｍであり、
可視光線に対して吸光度の低い物質が好ましい。
【００４９】
また、発光領域内の第１電極の一部分又は全部は絶縁膜で覆う必要がある。
即ち、絶縁膜は第１電極と第２電極の短絡を防止するため、特に、工程中に損傷しやすい
第１電極のエッジ部分をカバーするように形成する。第１電極を覆う程度は０．１～７μ
ｍである。最後に、第１電極は透明電極であり、第２電極は金属電極である。
【００５０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明による有機ＥＬデバイスのパネルとその製造方法は次のよう
な効果がある。
【００５１】
本発明ではスキャン電極である第２電極が対として電流が印加されるので、それぞれのス
キャン電極に印加する電流の量を半分に減らすことができる。従って、スキャンドライバ
（スキャン用駆動チップ）とピクセルにかかるロードが少なくなり、デバイス及び駆動ド
ライバの信頼性を高める。
【００５２】
また、本発明では互いに異なるスキャンドライバとそれぞれ連結された一対のスキャン電
極を同時にスキャン駆動させ、また、データ電極ラインも駆動チップと連結させるための
電極ラインの先端を全部同じ側へ形成させているので、実質的なデューティを半分に減ら
すことができる。また、スキャンドライバ及びデータドライバ（データ用駆動チップ）の
数が減り、駆動チップを各電極ラインに電気的に連結するためのＣＯＦ回路板（ Chip On 
Flexible printed circuit）のボンディングの数、即ち、チップボンディングの数が減少
する。結局、原価節減の効果が大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の技術によるパッシブマトリックス有機ＥＬ構造を示す図面である。
【図２】本発明による有機ＥＬデバイスのダブルスキャン構造を示す図面である。
【図３】本発明による有機ＥＬデバイスのスキャン信号及びデータ信号のタイミング図で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態によるダブルスキャン構造の有機ＥＬデバイスを示す平面
図及び断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態によるダブルスキャン構造の有機ＥＬデバイスを示す平面
図及び断面図である。
【符号の説明】
１：透明基板、２ａ、２ｂ：補助電極、３ａ、３ｂ：ピクセル、４，６：絶縁膜、５：第
１電極、７：隔壁。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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